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(57)【要約】
【課題】既設の床スラブ面上に設備基礎を簡便に構築す
る設備基礎の構築方法を提供する。
【解決手段】既設の床スラブ面Ｅから立ち上がって形成
される設備基礎で２０あって、床スラブ面に設備基礎の
外形に沿って接着された型枠部材１、１０と、型枠部材
に囲まれた領域内に配置された鉄筋と、領域内に型枠部
材及び鉄筋とコンクリートＣにより一体化されて形成さ
れた立上り部２１と、を備えることを特徴とする、設備
基礎である。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既設の床スラブ面から立ち上がって形成される設備基礎であって、
　前記床スラブ面に前記設備基礎の外形に沿って接着された型枠部材と、
　前記型枠部材に囲まれた領域内に配置された鉄筋と、
　前記領域内に前記型枠部材及び前記鉄筋とコンクリートにより一体化されて形成された
立上り部と、を備えることを特徴とする、設備基礎。
【請求項２】
　前記型枠部材は、接着強度が前記設備基礎に固定される設備機器に作用する外力によっ
て生じる力に対抗するように接着面積が設定されている、
請求項１に記載の設備基礎。
【請求項３】
　前記接着面積は、接着強度が前記外力によって前記設備機器に生じる転倒モーメントに
対抗するように設定されている、
請求項２に記載の設備基礎。
【請求項４】
　前記型枠部材は、前記設備基礎に必要な高さに形成されている、
請求項３に記載の設備基礎。
【請求項５】
　前記型枠部材は、プレキャスト鉄筋コンクリートにより形成されている、
請求項１から４のうちいずれか１項に記載の設備基礎。
【請求項６】
　既設の床スラブ面から立ち上がって形成される設備基礎の構築方法であって、
　前記床スラブ面に型枠部材を前記設備基礎の外形に沿って接着して配置する工程と、
　前記型枠部材に囲まれた領域内に鉄筋を配置する工程と、
　前記領域内にコンクリートを打設し前記型枠部材、前記鉄筋、及び前記コンクリートを
一体化する工程と、を備えることを特徴とする、設備基礎の構築方法。
【請求項７】
　前記コンクリートを打設する前に前記領域を目荒しする工程を備える、
請求項６に記載の設備基礎の構築方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、既設の床スラブ面に設備基礎を構築するための設備基礎及び設備基礎の構築
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　受水槽、給湯器、キュービクル、発電機、冷凍機、ボイラ、空調機等の設備を建物に設
置する場合、コンクリートにより形成された床スラブ面の上に設備基礎が盤状に形成され
る。この設備基礎は、例えば、床スラブ上に型枠を設置し、鉄筋を配筋した後、型枠内に
コンクリートを打設して構築される。
【０００３】
　病院や工場など機器類が多く設置される施設では、設備基礎を設置する箇所の数が多く
、これらの設備基礎を施工するために工数がかかっている。地震荷重等の外力により生じ
る力に対抗するため、設備基礎は床スラブと一体に構築することが望ましい。
【０００４】
　設備基礎と床スラブとを一体化する場合、床スラブのコンクリートを打設する前に予め
鉄筋を配筋し、コンクリートを打設して鉄筋が露出した床スラブ面を形成する。その後、
床スラブ面上に設備基礎用の型枠を組み、露出させた鉄筋を含んでコンクリートを打設し
、床スラブ面から立ち上がった設備基礎を構築する。



(3) JP 2021-139146 A 2021.9.16

10

20

30

40

50

【０００５】
　このような設備基礎を構築する方法によれば、床スラブコンクリート打設以降、設備基
礎の施工までの間は、床スラブ面上に露出させた鉄筋を折り曲げて床スラブ面上に仮置し
ておく必要がある。この間、当該鉄筋は、資機材の搬出入の妨げになり、作業効率が低下
する。また、設備基礎の配筋時には、一旦折り曲げた鉄筋を曲げ戻さなければならず、そ
の分の作業工数がかかる。
【０００６】
　これに関連して、例えば特許文献１に記載された設備基礎を構築する技術が知られてい
る。特許文献１に記載された技術によれば、床スラブ面上に予め枠状の立上り部を一体構
造として形成し、枠状の立上り部に囲まれた領域内に緩衝材を介して盤状の設備基礎を嵌
め込み設備基礎を固定している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－３２８５０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に記載された技術によれば、床スラブ面に予め立上り部を形成する必要があ
り、床スラブコンクリート打設以降、設備基礎の施工までの間は、予め形成された立上り
部が資機材の搬出入の妨げとなる可能性がある。
【０００９】
　本発明は、既設の床スラブ面上に設備基礎を簡便に構築することができる設備基礎及び
設備基礎の構築方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達するために、本発明は、既設の床スラブ面から立ち上がって形成される
設備基礎であって、前記床スラブ面に前記設備基礎の外形に沿って接着された型枠部材と
、前記型枠部材に囲まれた領域内に配置された鉄筋と、前記領域内に前記型枠部材及び前
記鉄筋とコンクリートにより一体化されて形成された立上り部と、を備えることを特徴と
する、設備基礎である。
【００１１】
　本発明によれば、型枠部材を床スラブ面上に接着し、コンクリートを打設後、型枠部材
をそのまま設備基礎の一部として一体化した設備基礎を構築することで、型枠部材の撤去
を不要とし、施工を簡略化することができる。
【００１２】
　また、本発明は、前記型枠部材の接着強度が前記設備基礎に固定される設備機器に作用
する外力によって生じる力に対抗するように接着面積が設定されているように構成されて
いてもよい。
【００１３】
　本発明によれば、型枠部材と床スラブ面とを接着剤で接着する接着面積により生じる接
着強度が、設備に外力が加わっても型枠部材が床スラブ面から剥離しないように設定され
るので、設備基礎の強度を十分に確保できる。
【００１４】
　また、本発明は、前記接着面積における接着強度が前記外力によって前記設備機器に生
じる転倒モーメントに対抗するように設定されているように構成されていてもよい。
【００１５】
　本発明によれば、外力により設備機器に転倒モーメントが生じても、型枠部材と床スラ
ブ面とが剥離しないように接着強度が設定されているため、設備基礎の強度を十分に確保
できる。
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【００１６】
　また、本発明は、前記型枠部材は、前記設備基礎に必要な高さに形成されているように
構成されていてもよい。
【００１７】
　本発明によれば、型枠部材にコンクリートを打設後、型枠部材の高さがそのまま設備基
礎の高さとなり型枠部材の高さ調整のために削る必要が無く、施工を簡略化できる。
【００１８】
　また、本発明は、前記型枠部材は、プレキャスト鉄筋コンクリートにより形成されてい
るように構成されていてもよい。
【００１９】
　本発明によれば、プレキャスト鉄筋コンクリートを用いて型枠部材を形成することによ
り、型枠部材及びコンクリートをより一体化できる。
【００２０】
　上記の目的を達するために、本発明は、既設の床スラブ面から立ち上がって形成される
設備基礎の構築方法であって、前記床スラブ面に型枠部材を前記設備基礎の外形に沿って
接着して配置する工程と、前記型枠部材に囲まれた領域内に鉄筋を配置する工程と、前記
領域内にコンクリートを打設し前記型枠部材、前記鉄筋、及び前記コンクリートを一体化
する工程と、を備えることを特徴とする、設備基礎の構築方法である。
【００２１】
　本発明によれば、設備基礎を床スラブ面上に構築する際に、型枠部材を床スラブ面上に
接着し、コンクリートを打設後、型枠部材をそのまま設備基礎の一部として一体化するこ
とで、型枠部材の撤去を不要とし、施工を簡略化することができる。
【００２２】
　また、本発明は、前記コンクリートを打設する前に前記領域を目荒しする工程を備える
ように構成されていてもよい。
【００２３】
　本発明によれば、型枠部材と床スラブ面との接着される領域を目荒しして凹凸を増やす
ことにより、接着強度を高めることができる。
【００２４】
　本発明によれば、既設の床スラブ面上に設備基礎を簡便に構築することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施形態に係る設備基礎を構築するための型枠部材の構成を示す図であ
る。
【図２】角部に用いられる型枠部材の構成を示す図である。
【図３】型枠部材を配置する工程を示す図である。
【図４】設備基礎の外形に沿って配置された型枠部材を示す図である。
【図５】型枠部材内に鉄筋を配置する工程を示す図である。
【図６】型枠部材内にコンクリートを打設する工程を示す図である。
【図７】型枠部材の接着強度を検討するための設備基礎の側面図である。
【図８】型枠部材の接着強度を検討するための設備基礎の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図面を参照しつつ、本発明に係る設備基礎及び設備基礎の構築方法の実施形態に
ついて説明する。設備基礎は、建物において平坦な床スラブ面上に盤状に形成されるもの
である。
【００２７】
　図１及び図２に示されるように、設備基礎は、型枠部材１，１０により構築される。型
枠部材１は、例えば、プレキャスト鉄筋コンクリート（PCaRC）を用いて形成されている
。PCaRCは、予め形成された鉄筋コンクリート部材である。型枠部材１は、後述のように
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、床スラブ面上に枠状に組まれ、コンクリートの型枠として用いられる。型枠部材１の長
さは、設備基礎の設計寸法に応じて形成される。
【００２８】
　型枠部材１は、例えば、Ｌ断面形状に形成されている。型枠部材１は、水平方向に沿っ
た底板部２と、底板部２の一側面３側から鉛直方向に沿った上方に立ち上がって形成され
た側板部４とを備える。底板部２及び側板部４は、例えば、同じ幅となるように形成され
ている。
【００２９】
　底板部２は、短冊状に形成されている。底板部２の下面２Ａは、後述のように、床スラ
ブ面上に接着剤により接着される。底板部２は、後述のように、接着強度が設備基礎に固
定される設備機器に作用する外力によって生じる力に対抗するように下面２Ａの面積（接
着面積）が設定されている。底板部２の上面２Ｂ側には、後述のように、コンクリートが
打設される。
【００３０】
　側板部４は、後述のように、設備基礎に必要な高さとなるように形成されている。側板
部４の一面４Ａ側は、後述のように、設備基礎の立上り部となるように形成されている。
側板部４の他面４Ｂ側には、後述のように、コンクリートが打設される。型枠部材１は、
コンクリートが打設された後、一体化される。
【００３１】
　型枠部材１０は、例えば、コンクリートにより立方体状に形成されている。型枠部材１
０は、床スラブ面上において枠状に組まれた型枠部材１の４つの角部に配置される。型枠
部材１０は、コンクリートの型枠の一部として用いられる。型枠部材１０の一辺の長さは
、型枠部材１の底板部２及び側板部４の幅と同じに形成されている。
【００３２】
　型枠部材１０は、底面部１１、上面部１６、４つの側面部１２－１５が形成されている
。底面部１１は、床スラブ面上に接着剤により接着される。４つの側面部１２－１５は、
後述のように、設備基礎に必要な高さ以上の高さとなるように形成されている。
【００３３】
　直交して接する一対の側面部１２，１３側は、後述のように、設備基礎の立上り部の角
部となるように形成されている。一対の側面部１４，１５側には、後述のように、コンク
リートが打設される。型枠部材１０は、コンクリートが打設された後、一体化される４つ
の側面部１２－１５は、同形に形成されているので、設備基礎の立上り部となるのは、一
対の側面部１２，１３に限らず、配置関係により適宜変更される。
【００３４】
　次に既設の床スラブ面から立ち上がって形成される設備基礎の構築方法について説明す
る。
【００３５】
　図３に示されるように、既設の床スラブ面Ｅは、平坦に形成されている。床スラブ面Ｅ
上には、例えば、複数の型枠部材１が設備基礎の外形に沿って枠状に配置される。型枠部
材１が配置された領域における４か所の角部には、型枠部材１０が配置される。型枠部材
１，１０は、配置時に床スラブ面Ｅ上に接着される。
【００３６】
　型枠部材１は、底板部２の下面２Ａに接着剤が塗布される。接着剤が塗布された型枠部
材１は、予め設定された位置に配置され、接着剤が固化すると床に固定される。接着剤は
、例えば、コンクリート同士の接着に実績がある弾性接着剤、ウレタン系接着剤、エポキ
シ系接着剤が用いられる。床スラブ面Ｅにおいて型枠部材１に囲まれた領域は、コンクリ
ートの打設前に床スラブ面Ｅと設備基礎との一体性を向上させるために目荒しされてもよ
い。床スラブ面Ｅと型枠部材１との接着面Ｂも、接着前に床スラブ面Ｅと設備基礎との一
体性を向上させるために目荒しされてもよい。
【００３７】
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　目荒しの工程において、床スラブ面Ｅのコンクリートが既に固まっている場合には、ウ
ォータージェット、グラインダー、サンダー、ハンマー、ビシャン等の工具を用いて床ス
ラブ面Ｅの表面に凹凸が付けられる。床スラブ面Ｅのコンクリートが固まる前においては
、箒や竹のブラシ等を用いて表面に凹凸が付けられる。型枠部材１の下面２Ａも目荒しさ
れてもよい。型枠部材１と床スラブ面Ｅとの一体性が求められない場合、床スラブ面Ｅ上
は、埃などを除去するために清掃される程度で良い。接着剤が固化した後、枠状に配置さ
れた型枠部材１により、設備基礎の型枠Ｔが形成される。
【００３８】
　図５に示されるように、型枠Ｔにおいて、型枠部材１に囲まれた領域Ｘ内には、鉄筋Ｓ
が配置される。鉄筋Ｓは、例えば、格子状に組まれて配置される。鉄筋Ｓは、例えば、対
向する一対の型枠部材１の底板部２を架橋するように配置される。これにより、鉄筋Ｓは
、床スラブ面Ｅから上方に隙間が空いた状態で配置される。
【００３９】
　図６に示されるように、領域Ｘ内には、コンクリートＣが打設される。コンクリートＣ
は、例えば、側板部４と同じ高さまで充填される。コンクリートＣは、例えば、一対の側
板部４の上端を架橋するように配置された鏝を移動することにより均して表面を仕上げて
もよい。コンクリートＣが硬化すると、型枠部材１、鉄筋Ｓ及びコンクリートが一体化さ
れ、設備基礎２０が構築される。設備基礎２０は、盤状に形成されている。設備基礎２０
は、型枠部材１の側板部４が床スラブ面Ｅから上方に立ち上がった立上り部２１が形成さ
れている。
【００４０】
　次に床スラブ面Ｅと型枠部材１との接着強度について説明する。
【００４１】
　設備基礎に加わる設計外力は、例えば、地震荷重、設備稼働時振動、コンクリート打設
時の側圧などが想定されている。床スラブ面Ｅと型枠部材１との接着面積は、接着強度が
外力によって設備機器に生じる転倒モーメントに抵抗するように設定される。転倒モーメ
ントは、地震時に設備機器に生じる転倒運動に伴って発生するモーメントである。
【００４２】
　地震時に設備機器に発生する転倒モーメントＭＴに対して、型枠部材１と床スラブ面Ｅ
と接着強度が確保できるか否かを判定する設計例を以下に示す。設備機器に生じる転倒モ
ーメントに対して、接着剤の接着力が抵抗モーメントＭＡに比して上回れば設備機器が転
倒しない設計となる。転倒モーメントＭＴは、例えば、以下の式（１）に示すように計算
される。
ＭＴ＝ＫＨ×Ｗ×Ｌ１　　（１）
但し
設計用水平震度：ＫＨ

設備機器の重量：Ｗ
回転中心から重心までの鉛直方向の距離：Ｌ１

【００４３】
　抵抗モーメントＭＡは、例えば、以下の式（２）に示すように計算される。
ＭＡ＝Ｓ×σａ×Ｆ×Ｌ２　　（２）
但し
接着部分の面積：Ｓ
使用接着剤の許容引張強度：σａ

接着剤の安全係数：Ｆ
接着部分から回転中心までの距離：Ｌ２

【００４４】
　図７及び図８に示されるように、設備基礎、設備の数値を設定し、転倒モーメントＭＴ

及び抵抗モーメントＭＡを算出する。
設備機器の重量：Ｗ＝１０００ｋｇ（９８００ｋＮ）
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設備機器の寸法：８００Ｌ×１５００Ｄ×１０００Ｈ

設備基礎の寸法：１０００Ｌ×１７００Ｄ×１００Ｈ

使用接着剤の許容引張強度：σａ＝１．０Ｎ／ｍｍ２

接着剤の安全係数：Ｆ＝０．２５
型枠部材の底面幅：５０ｍｍ
設計用水平震度：ＫＨ＝２．０
設備機器の転倒方向を矢印の方向とし、設備基礎の重量を無視すれば、設備機器の転倒モ
ーメントＭＴは、以下の式（３）により算出される。
ＭＴ＝２．０×９８００×５００＝９．８×１０６Ｎｍｍ　　（３）
抵抗モーメントＭＡは、以下の式（４）により算出される。
ＭＡ＝５０×１５００×１．０×０．２５×８７５＝１６．４　　１０６Ｎｍｍ　　（４
）
【００４５】
　式（３）及び（４）によれば、ＭＡ＞ＭＴとなり、設備機器の設計荷重により生じる転
倒モーメントに対して、抵抗モーメントが大きくなり、接着剤を用いて十分な接着強度が
確保された設備基礎が構築できる。
【００４６】
　上述したように設備基礎の構築方法によれば、予め床スラブ面から鉄筋を露出させる施
工を不要にできる。設備基礎の構築方法によれば、床スラブ面から露出させた鉄筋を折曲
げて仮置する工程が不要となり、設備基礎を施工するまでの間、平坦な床スラブ面を作業
スペースとして使用でき、作業効率を向上させると共に、安全性を向上できる。
【００４７】
　設備基礎の構築方法によれば、型枠部材１にコンクリートを打設し、一体化させて設備
基礎を構築するため、型枠設置、鉄筋曲げ直し、型枠脱型の工程が無く、作業工数を低減
して工期を短縮すると共に、施工コストを大幅に削減できる。設備基礎の構築方法によれ
ば、施工に係る作業を容易に行うことができ、熟練工を不要とし、人件費の単価を削減で
きる。
【００４８】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記の一実施形態に限定され
るものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。例えば、型枠Ｔにお
いて型枠部材１は、Ｌ断面形状に形成され、コーナー部に立方体に形成された型枠部材１
０を配置している。型枠Ｔは、設備基礎として必要な高さと、所定の接着面積を確保でき
る底面広さがあればよく、型枠部材は角形の断面形状に形成されていてもよい。
【符号の説明】
【００４９】
１　型枠部材、２　底板部、３　一側面、４　側板部、１０　型枠部材、１１　底面部、
１２－１５　側面部、１６　上面部、２０　設備基礎、２１　立上り部、Ｂ　接着面、Ｃ
　コンクリート、Ｅ　床スラブ面、Ｓ　鉄筋、Ｔ　型枠
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